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社会教育センター　空調改修工事に伴う
一部施設の利用休止と利用申請期間の変更

　社会教育センター空調設備の改修工事を行います。この工事に伴い、一部の施設がご利用できなくなりま

す（空調設備のないアリーナは工事期間中も通常どおりご利用できます）。利用できなくなる施設や期間は、

工事の進捗状況により順次決定してお知らせします。そのため、利用申請方法を次のとおり変更します。

（表の見方）

　表に記載されている「対象利用期間」に利用を

休止する施設などを、「お知らせ日」に窓口やホ

ームページなどによりお知らせします。この期間

中の利用申請を「受付開始日」から行います。（イン

ターネットによる利用申請は休止します。）

（例）

　９月26日（火）～10月31日（火）に利用を休止する施

設などを、８月15日（火）に窓口やホームページな

どによりお知らせします。９月26日（火）～10月31日

（火）の期間中の施設利用申請は、９月１日（金）から

受け付けます。

　

※　工事期間は、９月26日（火）～平成30年３月23日（金）です。９月24日（日）までの利用分は通常どおり

　申請することができます。平成30年４月１日（日）以降の利用分は、通常どおり平成30年１月４日（木）

　から申請することができます。

　問合せ　社会教育センター℡Ԡ28・5335

受付開始日 対象利用期間 お知らせ日

9月1日（金）

10月3日（火）

11月1日（水）

12月1日（金）

1月4日（木）

2月1日（木）

   4月1日以降の利用は通常の利用申請手続きに戻
します (受付は1月4日(木)より開始)

9月26日（火）〜
         10月31日（火）
11月1日（水）〜
         11月30日（木）
12月1日（金）〜
         12月28日（木）
1月4日（木）〜
          1月31日（水）
2月1日（木）〜
          2月28日（水）
3月1日（木）〜
          3月31日（土）

8月15日（火）

9月15日（金）

10月15日（日）

11月15日（水）

12月15日（金）

1月14日（日）

▼


